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はじめに 

 宮古市の中心市街地は、 人口減少や少子高齢化の進行、 自動車社会への移行、 インタ ーネッ

ト 通販の普及などによる消費行動の変化を背景と し て、 長年にわたり 厳し い状況が続いていま

す。 かつて多く の市民で賑わっ た商店街では、 空き店舗や空き地が増加し 、 まちなかの賑わい

や人の流れは大きく 変化し まし た。  

 

 その象徴と もいえる旧キャト ルについて、 市では駅前再整備の契機と するため土地及び建物

を取得し 、 将来的な活用に向けた検討を進めています。 し かし ながら 、 こ れから の時代におけ

るまちづく り は、 行政主導によるハード 整備だけで解決できるものではなく 、 その限界も見え

始めています。 建設費や人件費、 物価の高騰が続く 現在の社会経済情勢においては、 民間事業

者が単独で大きなリ スク を負いながら事業を展開するこ と も容易ではあり ません。  

 

 一方、 中心市街地には交通結節点と し ての機能をはじ め、 行政機能、 医療機関、 商業機能な

どが集積し ており 、 多く の人が行き交う ポテンシャルを有し ています。 こ う し た地域資源や都

市機能を活かし ながら 、 失われつつある賑わいや交流を再生し 、 持続可能なまちの未来を描い

ていく こ と は、 地域の活力維持や持続可能な都市経営にも大きく 関わるこ と から 、 本市にと っ

て喫緊の課題です。  

 

 そのためには、 行政と 民間がそれぞれの強みを活かし 、 対等なパート ナーと し て共に考え、

共に行動する「 公民連携（ PPP）」 によるまちづく り への転換が不可欠であると 考えています。  

 

 本社会実験は、 単なる空き店舗活用事業ではなく 、 一時的な施設運営や維持管理を担う 事業

者を募集するものでも あり ません。  

 

 対象施設を「 実験の場」 と し て活用し 、 多世代が集い、 交流し 、 新たな活動や挑戦が生まれ

る場を創出すると と も に、 チャ レンジショ ッ プや自主事業の実践を通じ て、 自立的・ 持続的な

運営モデルを検証する取り 組みです。 そし て何より も 、 本事業の最大の目的は、 将来の旧キャ

ト ル跡地再整備を含む中心市街地の再生を担う 民間プレイヤーを発掘・ 育成し 、 将来的なエリ

アマネジメ ント 組織やまちづく り 会社の形成につなげていく こ と にあり ます。  

 

 そのため、 本プロポーザルでは、 施設管理やイベント 運営の能力のみならず、 コ ミ ュニティ

形成・ 若者支援、 プレイスメ イキング、 チャ レンジショ ッ プ支援、 自主事業・ 持続可能性など

を評価項目と し ています。 また、 提案内容の優劣や価格のみならず、 商店街や中心市街地の未

来を共に考え、 共に挑戦し 、 将来的には地域運営の担い手と し て成長し ていく 可能性を有し て

いるかと いう 「 将来性」 を重要な評価要素と し ています。  

 

 宮古の未来をと も に考え、 と もに挑戦し 、 と もに育てていく 。  

 

 本市は、 本社会実験をその第一歩と 位置付けています。 志と 行動力を持ち、 地域の未来に向

き合う 皆様からの提案をお待ちし ています。   



１ 趣旨 

   こ の要領は、 宮古駅前エリ ア空き店舗利活用社会実験運営業務委託（ 以下「 本業務」 と い

う 。） の受託候補者を公募型プロポーザル方式により 選定するに当たり 、 必要な事項を定め

るものと する。  

 

２ 業務委託名 

   宮古駅前エリ ア空き店舗利活用社会実験運営業務委託 

 

３ 業務の目的 

   本業務は、 宮古駅前エリ アにおける空き店舗を活用し 、 多様な世代・ 主体が交わる交流拠

点を形成すると と も に、 将来的な旧キャト ル跡地を含む駅前再整備やエリ アマネジメ ント を

担う 民間プレイヤーの発掘・ 育成を目的と し て実施する社会実験である。 本業務は、 以下の

目的を達成するため、 民間主体の企画・ 運営・ 収益化を最大限尊重する。  

 （ １ ） 宮古駅前エリ アにおけるにぎわいの創出及び回遊の促進 

 （ ２ ） 若者の居場所及び子どもの遊び場の形成 

 （（ ） ） 起業希望者、 創業初期事業者等が試行的に出店又は活動できるチャレンジショ ッ プ機能

の実装 

 （（ ） ） 多様な主体をつなぐ中間支援的機能を育み、 将来的なエリ アマネジメ ント 組織や地域運

営主体の形成につなげるこ と  

 （（ ） ） 将来の旧キャ ト ル跡地を含む宮古駅前再整備の検討に資する運営知見及び需要データ を

蓄積するこ と  

 

４ 履行期間 

   令和 8 年 7 月 17 日から令和 9 年 1 月 31 日までと する。  

   ※199 日間のう ち 7 日間の施設休業日を想定 

 

５ 委託上限額 

   6, 017, 000 円（ 消費税及び地方消費税を含む。） を上限と する。  

   なお、 こ の金額は契約時の予定価格を示すものではなく 、 提案内容の規模を示すものであ

る。  

 

６ 受託者選定方式 

   公募型プロポーザル方式と する。  
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７ 対象施設の概要 

名  称 ポートビルみやこ（小山田電業駅前ビル）１階フロア 

所 在 地 宮古市末広町８−４ 

規  模 約 150坪 

設備条件 上下水道及びガスの常設設備なし 

備 品 等 

人工芝 

モバイル遊具（モップス：株式会社コトブキ製） 

簡易ステージ 

ステージ音響PA 

施設内BGM（株式会社USEN） 

防犯カメラ１台 

AIセンサーカメラ（来場者カウント、属性取得） 

什器類（既製品およびDIY製） 

上記に加え、市が指定する備品類を貸与する場合がある 

 

８ 市が負担する経費 

   市が負担する経費は、 原則と し て次に掲げるものと する。  

 （ １ ） 対象施設の賃借料 

 （ ２ ） 基本的な光熱水費等の施設維持管理費 

 （ ） ） 市が貸与する備品、 モバイル遊具、 什器類に係る費用のう ち市が必要と 認めるもの 
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９ 業務内容の概要 

   受託者は、 別に定める（「 宮古駅前エリ ア空き店舗利活用社会実験運営業務委託仕様書」 に

基づき、 次に掲げる業務を行う も のと する。  

 （ １ ） 日常運営・ 維持管理業務 

    施設の開閉館、 清掃、 衛生管理、 設備点検、 安全管理及び来館者対応等を行う 。  

 （ ２ ） 常時有人体制の確保及びコ ミ ュニティ マネジメ ント 業務 

    常時有人体制を確保し 、 利用者同士の交流促進、 関係人口の創出及び地域ネッ ト ワーク

の形成を行う 。  

 （ ） ） プレイスメ イキング及び空間編集業務 

    貸与備品等を活用し 、 市民参画による DI Yや空間づく り を通じ て、 魅力的な交流拠点を

形成する。  

 （ ） ） 多世代交流及び若者居場所形成業務 

    乳幼児親子、 中高生から 高齢者まで、 多様な世代が安心し て利用できる居場所づく り を

行う 。  

 （ ） ） チャレンジショ ッ プ支援業務 

    起業希望者や創業初期事業者等の試験的な出店機会を創出し 、 出店支援及び伴走支援を

行う 。  

 （ ６ ） イベント 企画運営業務 

    多世代交流や賑わい創出につながるイベント 、 ワーク ショ ッ プ等を企画・ 運営すると と

もに、 自主事業による収益化を試行する。  

 （ ７ ） 広報及び情報発信業務 

    SNSやホームページ等を活用し た情報発信及び広報活動を行う 。  

 （ ８ ） 検証データ の収集、 整理及び実績報告業務 

    来場者数、利用実績、出店状況、自主事業実績等のデータ を収集・ 分析し 、報告を行う 。  

 （ ９ ） 行政・ 地域連携イベント 協力業務 

    市及び地域団体等が実施するイベント と の連携、 会場活用支援及び地域活動の促進に協

力する。  
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10 自主事業の取扱い 

 （（ １ ） 受託者は、本業務の目的に反し ない範囲において、自主事業と し て物販、有料イベント 、

スペースレンタ ル、 サブスクリ プショ ン、 協賛獲得その他の事業活動を実施するこ と が

できる。 こ れら の自主事業は推奨するが、（ ア） 施設の公共性を損なわないこ と 、（ イ）

事前に市へ主要収益事業の概要を提出するこ と 、（（ ウ） 月次報告で収支を開示するこ と を

義務付ける。 社会実験の評価に用いるためのデータ は市と 共有するこ と 。  

 （ ２ ） 自主事業に係る企画、 実施、 収益及び損失は、 受託者に帰属するものと する。  

 （（ ） ） 自主事業は、 施設の公共性及び安全性を損なわず、 かつ本業務の実施に支障を及ぼさ な

い範囲で行わなければなら ない。  

 （（ ） ） 政治的活動、 宗教的活動、 公序良俗に反する活動その他市が不適当と 認める活動は、 こ

れを行う こ と ができない。  

 

11 施設利用上の制約 

 （（ １ ） 現地での調理行為は、 保健所その他関係機関の許認可等を要する場合を除き、 原則と し

て認めない。  

 （（ ２ ） 火気の使用は、 消防法令、 施設管理上の基準その他関係法令に基づく 承認を得た場合を

除き、 原則と し て認めない。  

 （（ ） ） 飲食提供は、 原則と し て包装済食品、 飲料販売又は自動販売機等、 衛生上及び安全上の

管理が可能な範囲に限る。  

 （（ ） ） 施設の構造に影響を及ぼす改変その他市が不適当と 認める行為は、 こ れを行う こ と がで

きない。  
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12 参加資格 

   本プロポーザルに参加するこ と ができる者は、 次に掲げる要件を全て満たす者と する。  

 （（ １ ） 法人、 合同会社、 特定非営利活動法人、 一般社団法人、 個人事業主又はこ れらにより 構

成さ れる共同事業体であるこ と 。  

 （ ２ ） 本業務を円滑に遂行する能力、 実施体制及び経理的基礎を有するこ と 。  

 （（ ） ） 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号。 以下「 政令」 と いう 。） 第 167 条の 11 第１

項において準用する政令第 167 条の） 第１ 項の規定に該当し ないこ と 。  

 （ ） ） 公告の日から 契約締結日までの期間、 宮古市の指名停止措置を受けていないこ と 。  

 （（ ） ） 宮古市暴力団排除条例（ 平成 28 年宮古市条例第 36 号） 第２ 条に規定する者又はこ れら

の者と 密接な関係を有する者でないこ と 。  

 （ ６ ） 市税、 法人税、 所得税、 消費税及び地方消費税について未納がないこ と 。  

 （ ７ ） 会社更生法（ 平成 14 年法律第 154 号） に基づく 更生手続き開始の申立中又は更生手続

中でないこ と 。 ただし 、 同法に基づく 更生手続開始の決定を受けた者が、 その者に係る

更生計画認可の決定があった場合にあっては、 当該申立てがなさ れていない者と みなす。 

 （ ８ ） 民事再生法（ 平成 11 年法律第 225 号） に基づく 再生手続き開始の申立中又は再生手続

中でないこ と 。 ただし 、 同法に基づく 更生手続開始の決定を受けた者が、 その者に係る

更生計画認可の決定があった場合にあっては、 当該申立てがなさ れていない者と みなす。 

 （ ９ ） 宗教活動又は政治活動を主たる目的と する者でないこ と 。  

 （（ 10） マルチ商法、 ネッ ト ワークビジネスその他こ れらに類する勧誘活動を主たる目的と する

者でないこ と 。  

 

   学生団体は、 原則と し て参加資格を有し ない。  

   任意団体については、 責任体制、 会計体制及び業務遂行能力が明確であると 市が認めた場

合に限り 、 事前協議の上で参加を認めるこ と がある。  

 

13 共同提案 

 （（ １ ） 共同事業体と し て応募する場合は、 代表者を定め、 構成員ごと の役割、 責任、 費用配分

及び意思決定方法を明記し た書類を提出し なければなら ない。  

 （ ２ ） やむを得ない事情と 認められる場合を除き、 構成員の変更は認めないも のと する。  

 （（ ） ） １ つの共同事業体の構成員は、 別の提案を行う 共同事業体を構成する構成員や単独の応

募者になるこ と はできないも のと する。  

 （（ ） ） 単独、 グループのいずれにおいても 業務の一部を協力企業に再委託するこ と を認めるも

のと する。  
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14 参加の手続き等 

 （ １ ） 提出書類 

様式番号 様式名 提出部数 備考 

様式２－１ 委任状 

１部 

 

様式２－２ 参加申込書  

様式２－３ 共同事業体構成調書 
（※１） 

様式２－４ 共同事業体業務分担表 

様式２－５ 誓約書  

様式２－６ 使用印鑑届 

（※２） 
任意様式 

印鑑証明書（※３） 

直前２年の財務諸表 

営業経歴書 

登記事項証明書（※３） 

納税証明書（※３、※４） 

    

    ※  任意様式の提出書類については、A4 判を原則と するが、A3 判を使用する場合は、

片袖折り と し A4 判サイズに折り 込むこ と 。  

    ※１  グループによる応募の場合に提出するこ と 。  

    ※２  令和７ （・ ８ 年度建設関連業務業入札参加資格者名簿（ 宮古市総務部財政課） に登

録さ れていない場合に提出するこ と 。 グループの場合、 該当の場合は構成員も提

出するこ と 。  

    ※）  申請日前） ヶ 月以内に発行さ れたも のに限る。（ 写し 可）  

    ※）  直近２ ヶ 年度分について提出するこ と 。（ 写し 可）  

       国税 （所所得税または法人税、 消費税および地方消費税（ 法人所その） の） 、 個

人所その） の２ ）  

       地方税所法人市民税、 固定資産税等 

 （ ２ ） 提出期間 

    令和８ 年６ 月） 日（ 金）  から 令和８ 年６ 月 29 日（ 月）  16 時 00 分 まで【 必着】 

 （ ） ） 提出方法 

    郵送（ 書留郵便等の配達記録が残るものに限る。） 又は持参により 提出するこ と 。  

 （ ） ） 提出場所 

    「 25 提出先・ 問い合わせ先」 のと おり  

 （ ） ） 参加資格審査結果の通知 

    参加申込書を提出し た者全員に対し て、令和８ 年６ 月 30 日（ 火） までに、参加資格確認

通知を書面で通知する。 参加資格に適合し た者に限り 、 企画提案書等を提出するこ と が

できる。  
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15 現地見学会 

 （ １ ） 本プロポーザルに関し 、 応募を検討する者を対象と し て現地見学会を実施する。  

 （（ ２ ） 現地見学会の日時、 場所、 申込方法その他必要な事項は、 別に定める「 宮古駅前エリ ア

空き店舗利活用社会実験運営業務委託に係る現地見学会実施要領」 による。  

 （（ ） ） 現地見学会への参加を希望する場合は、現地見学会参加申込書（（ 様式１ －１ ） を「 25 提

出先・ 問い合わせ先」 まで提出するものと する。  

 （ ） ） 現地見学会への参加は任意と し 、 参加の有無をもって応募資格の有無を左右し ない。  

 （ ） ） 現地見学会当日は、 本プロポーザルに関する質疑応答は行わない。 質問がある場合は、

「 16 質問の受付及び回答」に定める方法により 質問書（（ 様式１ －２ ）を提出するこ と 。  

 （ ６ ） 現地見学会の参加人数は、 1 団体につき 3 名以内と する。 ただし 、 市が特に必要と 認め

る場合は、 こ の限り でない。  

 

16 質問の受付及び回答 

 （ １ ） 質問の受付期間 

    令和８ 年６ 月） 日（ 金）  から 令和８ 年６ 月 17 日（ 水）  16 時 00 分 まで【 必着】 

 （（ ２ ） 本要領及び仕様書等に関する質問は、 質問書（ 様式１ －２ ） により 、 別に定める期限ま

でに電子メ ールで提出するものと する。 電子メ ール件名は「 プロポーザル質問【 事業者

名】」 と するものと する。質問を受け付けた場合は、受付完了メ ールを送信する。受付完

了メ ールが届かない場合には、「 25 提出先・ 問い合わせ先」 あてに問い合わせするこ

と 。 なお、 電子メ ール以外での質問は受け付けない。  

 （（ ） ） 質問に対する回答は、 令和８ 年６ 月 19 日（ 金） までに、 宮古市ホームページ掲載するも

のと し 、 個別回答は行わない。  

 （ ） ） 回答内容は、 本要領の追加又は修正と し て取り 扱う ものと する。  
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17 企画提案書等の提出 

 （ １ ） 提出書類 

様式番号 様式名 提出部数 備考 

様式３－１ 企画提案書提出書 １部  

任意様式 企業・団体概要書 

10部 

パンフレット可 

様式３－２ 業務実施体制調書 

（※１） 

様式３－３ 企画提案書 

様式３－４ 自主事業計画書 

様式３－５ 収支計画書 

任意様式 プレゼンテーション資料 

任意様式 参考見積書 

    

    ※  任意様式の提出書類については、A4 判を原則と するが、A3 判を使用する場合は、

片袖折り と し A4 判サイズに折り 込むこ と 。  

    ※１  PDF 形式の電子データ についても CD-R等に格納し 、ウイルスチェ ッ クを済ませた

う えで、 １ 部提出するこ と 。  

 （ ２ ） 提出期間 

    参加資格確認通知後 から 令和８ 年７ 月） 日（ 金）  16 時 00 分 まで【 必着】  

 （ ） ） 提出方法 

    郵送（ 書留郵便等の配達記録が残るものに限る。） 又は持参により 提出するこ と 。  

 （ ） ） 提出場所 

    「 25 提出先・ 問い合わせ先」  のと おり  
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18 審査方法 

 （（ １ ） 審査は、 市が設置する審査委員会において、 提出書類及び必要に応じ て実施するプレゼ

ンテーショ ンの内容を総合的に評価し て行う 。 なお、 審査委員会は非公開と する。  

 （（ ２ ） 審査項目、 配点及び評価方法は、（「【 別紙１ 】 評価基準」 のと おり と する。 審査に当たっ

ては、単なる施設管理能力のみではなく 、多世代交流の形成、チャ レンジショ ッ プ支援、

地域プレイヤー育成、 コ ミ ュニティ 形成、 自主事業による自走性等を重視する。 なお、

参加事業者が１ 者のみの場合でも審査を実施する。  

 （ ） ） プレゼンテーショ ン及びヒ アリ ング 

   ア 日時および会場 

     日時および会場は、参加資格に適合し た者に対し 、令和８ 年６ 月 30 日（ 火） までに、

参加資格確認通知時に通知する。  

   イ 実施方法 

    ①参加事業者によるプレゼンテーショ ンは、 企画提案書等に基づいた説明を 30 分以内

でおこ なう も のと する。  

    ②発注者からのヒ アリ ングは、 主に提出さ れた企画提案書等およびプレゼンテーショ ン

の内容について、 20 分程度でおこ なう ものと する。  

    ③参加事業者からプレゼンテーショ ン及びヒ アリ ングへの出席は 3 名以内と する。  

    ④プレゼンテーショ ンにあたり 、 プロジェ クタ ー、 スク リ ーン、 ディ スプレイケーブル

（ HDMI 、 DVI 、 VGA）、 電源タ ッ プ、 レーザーポインタ ーは発注者が準備する。 その他、 パ

ソコ ンなどの必要な機材は、 参加事業者において準備するこ と 。  

    ⑤プレゼンテーショ ン及びヒ アリ ング開始前に、 パソ コ ン等動作確認のための準備時間

を設ける。  

    ⑥プレゼンテーショ ン及びヒ アリ ングは、 参加申込書の受付順におこ なう 。  

    ⑦プレゼンテーショ ン及びヒ アリ ングは非公開と する。  

    ⑧参加事業者による会場内での録音録画は禁止と する。  

 （ ） ） 審査結果の通知・ 公表 

    審査結果は、 令和８ 年７ 月上旬（ 予定） までに、 企画提案書等の提出者全員に書面によ

り 通知すると と もに、 宮古市ホームページで公表するも のと する。 なお、 審査結果の内

容に対する質問および異議申し 立て等は受け付けない。  

 （ ） ） 審査の結果、 適切な提案がないと 認めると きは、 受託候補者を選定し ないこ と がある。 
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19 失格事項 

   次の各号のいずれかに該当する場合は、 失格と する。  

 （ １ ） 提出書類に虚偽の記載があっ た場合 

 （ ２ ） 提出期限までに必要書類の提出がなかった場合 

 （ ） ） 本要領に定める参加資格を満たさ なく なっ た場合 

 （ ） ） 審査の公平性を害する行為があった場合 

 （ ） ） プレゼンテーショ ン及びヒ アリ ングに参加し なかった場合 

 （ ６ ） 見積額が委託上限額を超える場合 

 （（ ７ ） 前各号に定めるもののほか、 提案に当たり 著し く 信義に反する行為等、 審査委員会委員

長が失格であると 認めた場合 

 

20 審査結果の通知 

   審査結果は、 全ての提案者に対し て書面又は電子メ ールにより 通知するも のと する。  

 

21 契約の締結 

 （ １ ） 受託候補者と の契約手続き 

    審査委員会により 受託候補者と なっ た者は、 業務内容や契約条件を定めた仕様書につい

て、 本市と 協議・ 合意し た後に業務委託契約を締結する。 こ のため、 受託候補者の企画

提案書等に記載さ れた全内容を承認するも のではなく 、 協議により 必要な範囲内におい

て企画提案書等の項目の変更、 追加および削除をおこ なったう えで、 本契約の仕様に反

映さ せるこ と ができるものと する。  

 （ ２ ） 受託候補者と の契約手続きが不可能と なった場合の措置 

    受託候補者と の協議が整わなかった場合、 受託候補者が「 19 失格事項」 に掲げる理由

により 失格になった場合、 受託候補者が辞退し た場合その他特別な理由により 受託候補

者と の契約締結が不可能と なっ た場合には、 次点の参加事業者と 協議をおこ なう こ と が

ある。  

 

22 辞退 

   参加申込書を提出し た後に辞退する場合は、 辞退届（ 様式） ） を「 25 提出先・ 問い合わ

せ先」 まで提出するこ と 。  
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23 留意事項 

 （ １ ） 提案書の作成及び提出に要する費用は、 全て提案者の負担と する。  

 （（ ２ ） 各種書類の作成・ 提出にあたっては、「【 別紙２ 】  提出書類一覧と 注意事項等」 を参照

するこ と 。  

 （ ） ） 提出さ れた企画提案書等の修正は、 原則と し て認めない。  

 （ ） ） 提出書類は、 原則と し て返却し ない。  

 （ ） ） 企画提案は、 １ 者につき１ 案のみと する。  

 （（ ６ ） 提出書類は、 受託候補者選定以外の目的には使用し ない。 ただし 、 情報公開条例その他

関係法令に基づき開示する場合がある。  

 （（ ７ ） 提出さ れた企画提案書等の著作権は、 参加事業者に帰属する。 ただし 、 本市が本プロポ

ーザルの審査その他本業務の実施のために必要な範囲内に限り 、 複製および使用できる

ものと する。  

 （（ ８ ） 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合には、宮古市情報公開条例（ 平成 17 年

条例第 11 号） に基づき判断するものと する。  

 （（ ９ ） 受託者は、 施設賠償責任保険その他必要な保険及び労働者災害補償保険等に加入し なけ

ればならない。  

 

24 スケジュール 

   本プロポーザルに係るスケジュールは、 次に掲げると おり と する。  

項 目 日 程 

公告 令和８年６月 ５日（金） 

現地見学会参加申込期限 令和８年６月１０日（水） 

現地見学会実施日 令和８年６月１１日（木） 

質問受付期限 令和８年６月１７日（水） 

質問回答期限 令和８年６月１９日（金） 

参加申込書提出期限 令和８年６月２９日（月） 

企画提案書提出期限 令和８年７月 ３日（金） 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和８年７月上旬（予定） 

受託候補者選考結果通知・公表 令和８年７月上旬（予定） 

契約締結 令和８年７月１６日（木）（予定） 

履行開始 令和８年７月１７日（金）（予定） 

 

25 提出先・問い合わせ先 

   宮古市（商工労働部（市街地活性課（公民連携推進係 

   〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目 1 番 30 号 

   TEL  所（0193-65-8615 

   E-mai l （所（shi gai chi @ci t y. mi yako. i wate. j p 

mailto:shigaichi@city.miyako.iwate.jp


【別紙１】評価基準 

 

  評価項目 評価対象 評価基準 配点

業務理解度・基本方針 企画提案書
社会実験の趣旨、駅前再整備との接
続性、公共性と民間活力の両立への
理解

60   

実施体制・運営能力
業務実施体制
企画提案書

常時有人体制、責任者配置、運営継
続性、スタッフ配置、安全管理体制

30   

コミュニティ形成
若者支援

企画提案書
若者の居場所形成、多世代交流、コ
ミュニティマネジメントの具体性

60   

プレイスメイキング
空間活用

企画提案書
DIY、市民参加、空間編集、モバイ
ル遊具「MOPS」・パレット什器等の
活用

60   

チャレンジショップ支援 企画提案書
出店者発掘、伴走支援、創業支援、
柔軟な出店スキーム

60   

イベント企画
にぎわい創出

企画提案書
継続的な集客、多様な主体の巻込
み、独自性、実現性

60   

自主事業・持続可能性
企画提案書

自主事業計画書
収支計画書

自主収益確保、収支計画、自走型運
営モデルの構築可能性

30   

広報・情報発信 企画提案書
SNS運用、地域連携、情報発信力、
認知拡大策

30   

将来性・発展性
企画提案書

プレゼンテーション

社会実験終了後の展開イメージ、旧
キャトル跡地等への接続案、民間プ
レイヤー育成の見通し。

180  

見積価格 見積価格
(最低提案価格/当該提案価格)
×25点　※小数点以下切り捨て

30   

600  合計



【別紙２】提出書類一覧と注意事項等 

 

１ 現地見学会に係る書類（要領15） 

 

２ 質問提出に係る書類（要領16） 

 

３ 参加申込に係る書類（要領14） 

 

  

提出書類 部数 注意事項 

現地見学会参

加申込書 
様式1-1 １部 

○様式に必要事項を記入したうえで電子メールへ添付し、下

記メールアドレスへ提出すること。 

メールアドレス： shigaichi@city.miyako.iwate.jp 
○現地見学会実施要領に従い記入すること。 

○メールの件名は「現地見学会申込【事業者名】」とすること。 

提出書類 部数 注意事項 

質問書 様式1-2 １部 

○様式に必要事項を記入したうえで電子メールへ添付し、下

記メールアドレスへ提出すること。 

メールアドレス： shigaichi@city.miyako.iwate.jp 
○質問の対象となる書類（実施要領、仕様書など）、ページ、

項目について記入すること。 

○メールの件名は「プロポーザル質問【事業者名】」とするこ

と。 

提出書類 部数 注意事項 

委任状 様式2-1 １部 
○支店、営業所等に委任する場合は代表者印及び代理人

の印を押印すること。 

参加申込書 様式2-2 １部 

○令和７・８年度建設関連業務業入札参加資格者名簿に登

録している事業所等で参加申込すること。 

 ※未登録の場合は、要領14(※２)に記載の資料を添付す

ること。 

誓約書 様式2-5 １部 

○代表者印または受任者印を押印すること。 

※グループで参加する場合はすべての構成員から各１部、

押印したものを提出すること。 

共同事業体構成

調書 
様式2-3 １部 ○グループで参加する場合は提出すること。 

共同事業体業務

分担表 
様式2-4 １部 ○グループで参加する場合は提出すること。 

mailto:shigaichi@city.miyako.iwate.jp
mailto:shigaichi@city.miyako.iwate.jp


４ 令和７・８年度建設関連業務業入札参加資格者名簿に登録されていない場合の提出書類 

（参加申込時提出資料）（要領６） 

 

５ 企画提案に係る書類（企画提案書提出書類）（要領17） 

 

 

 

提出書類 部数 注意事項 

使用印鑑届 様式 2-6 １部 ○代表者印または受任者印を押印すること。 

印鑑証明書  １部 ○申請日前３か月以内に発行されたものに限る。（写し可） 

直前２年の財

務諸表または

写し 

任意様式 １部 
○賃借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注

記表等、経営業況がわかるものを提出すること。 

営業経歴書 任意様式 １部  

登記事項証明

書 
 １部 ○申請日前３か月以内に発行されたものに限る。（写し可） 

納税証明書  １部 

○申請日前３か月以内に発行されたものに限る。（写し可） 

○直近２ヶ年度分について提出すること。 

 国税 ：所得税または法人税、消費税および地方消費税 

（法人：その３の３、個人：その３の２） 

 地方税：法人市民税、固定資産税等 

提出書類 部数 注意事項 

企画提案提出

書 
様式 3-1 １部  

企業・団体概

要書 
任意様式 10部 ○既存パンフレット可。 

業務実施体制

調書 
様式 3-2 10部 

○紙資料 10 部のほか、PDF 形式の電子データを CD-R 等に格

納し、ウイルスチェックを済ませたうえで1部提出すること。 

企画提案書 様式 3-3 10部 

自主事業計画

書 
様式 3-4 10部 

収支計画書 様式 3-5 10部 

プレゼンテー

ション資料 
任意様式 10部 

参考見積書 任意様式 10部 



６ 辞退に係る書類（参加申込書提出後の辞退関係書類）（要領22） 

 

 

提出書類 部数 注意事項 

辞退届 様式４ １部  


